
JP 4603473 B2 2010.12.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送局から送信された放送電波を受信すると共に、その受信信号を処理して、再送信用
の放送信号として出力する受信手段と、
　前記放送電波が届かない領域に設置され、前記放送信号を所定の送信レベルまで増幅し
て送信アンテナに出力することにより、該送信アンテナから前記放送信号に対応した放送
電波を再送信させる送信手段と、
　を備えた放送電波再送信システムに設けられ、当該システムの動作状態を監視して、異
常発生時には、その旨を外部の監視センタに通知する監視装置であって、
　携帯機用の公衆パケット通信網を介して外部装置との間で無線にてデータ通信を行うた
めのパケット通信手段と、
　前記システムの異常発生時に、その旨を通知するための通知データを、前記パケット通
信手段を介して前記監視センタに送信する通知データ送信手段と、
　該通知データ送信手段による通知データの送信が正常に行われたか否かを判定する通信
状況判定手段と、
　該通信状況判定手段にて前記通知データの送信に異常が生じたと判定されると、その旨
を送信異常履歴として記憶手段に格納する送信異常履歴格納手段と、
　を備えたことを特徴とする監視装置。
【請求項２】
　前記パケット通信手段が、前記公衆パケット通信網を介して前記監視センタを含む外部
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装置から前記送信異常履歴の送信要求を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履
歴を、前記パケット通信手段から前記外部装置に返信させる送信異常履歴送信手段を備え
たことを特徴とする請求項１に記載の監視装置。
【請求項３】
　前記パケット通信手段が、前記公衆パケット通信網を介して前記外部装置から前記送信
異常履歴の消去指令を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を消去する第１
の送信異常履歴消去手段を備えたことを特徴とする請求項２に記載の監視装置。
【請求項４】
　外部の情報処理装置を直接接続してデータ通信を行うための通信インターフェイスと、
　該通信インターフェイスを介して、前記情報処理装置から前記送信異常履歴の送信要求
を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を、前記通信インターフェイスを介
して前記情報処理装置に出力する送信異常履歴出力手段と、
　を備えた特徴とする請求項１～請求項３の何れかに記載の監視装置。
【請求項５】
　前記通信インターフェイスを介して前記情報処理装置から前記送信異常履歴の消去指令
を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を消去する第２の送信異常履歴消去
手段を備えたことを特徴とする請求項４に記載の監視装置。
【請求項６】
　前記通信状況判定手段にて前記通知データの送信に異常が生じたと判定されると、前記
通知データ送信手段に対し前記通知データを再送信させる再送信指令手段を備えたことを
特徴とする請求項１～請求項５の何れかに記載の監視装置。
【請求項７】
　前記送信異常履歴格納手段は、前記通信状況判定手段にて通知データの送信異常が判定
された回数を予め設定された時間帯毎にカウントし、該カウント結果を送信異常履歴とし
て記憶手段に格納することを特徴とする請求項１～請求項６の何れかに記載の監視装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、電源が遮断されても記憶内容を保持可能な不揮発性メモリであること
を特徴とする請求項１～請求項７の何れかに記載の監視装置。
【請求項９】
　放送局から送信された放送電波を受信すると共に、その受信信号を処理して、再送信用
の放送信号として出力する受信手段と、
　前記放送電波が届かない領域に設置され、前記放送信号を所定の送信レベルまで増幅し
て送信アンテナに出力することにより、該送信アンテナから前記放送信号に対応した放送
電波を再送信させる送信手段と、
　を備えた放送電波再送信システムであって、
　当該システムの動作状態を監視して、異常発生時には、その旨を外部の監視センタに通
知する監視装置として、請求項１～請求項８の何れかに記載の監視装置を備えたことを特
徴とする放送電波再送信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送局からの放送電波を受信してその電波が届かない領域に再送信する放送
電波再送信システムにおいて、その動作状態を監視して異常発生時にその旨を外部の監視
センタに通知するのに好適な監視装置、及び、その監視装置を備えた放送電波再送信シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、人工衛星を利用した移動体用のデジタル放送（モバイル放送）が実用化され
ている。そして、このモバイル放送では、人工衛星からの放送電波が届かない場所（ビル
陰地域、地下街、トンネル内等）でも、放送電波を受信できるように、その放送電波を再
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送信することが行われている。
【０００３】
　こうした放送電波の再送信システムは、所謂ギャップフィラー装置として知られており
、一般的には、まず、人工衛星から送信された放送電波を受信アンテナにて受信し、その
受信信号を増幅装置等で増幅したり、ダウンコンバータ等で周波数変換することにより再
送信用の放送信号を生成し、その生成した放送信号を、放送電波が届かない地域に設置さ
れた送信増幅器まで伝送して、送信増幅器にて放送信号を増幅させ、その増幅後の放送信
号を送信アンテナに入力することで、送信アンテナから放送電波を再送信させるように構
成されている。
【０００４】
　また、この種の再送信システムには、通常、送信増幅器への放送信号の入力レベルや送
信増幅器から送信アンテナへの放送信号の出力レベル等を検出することにより、システム
の動作状態を監視する監視装置が設けられており、監視装置が、システムの異常を検出す
ると、その旨を外部の監視センタに自動で通知するようにされている（例えば、特許文献
１、２等参照）。
【特許文献１】特開２００３－３３２９６４号公報
【特許文献２】特開２００４－２４８０７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、こうした放送電波再送信システムにおいて、システム内の監視装置から外部
の監視センタに異常を通知する際には、通常、配線が不要な無線通信が利用される。また
、無線通信でも、システム専用の無線通信回線を利用するようにすると、専用の無線端末
を設置しなければならず、コストアップになるので、携帯機（携帯電話や携帯型情報端末
）用のパケット通信網を利用するのが一般的である。
【０００６】
　しかしながら、監視装置から監視センタへのシステム異常の通知に、携帯機用の公衆パ
ケット通信網を利用すると、時間帯によっては、他の携帯機から基地局へのアクセスが集
中することによって、監視装置から監視センタへシステム異常を通知できなくなることが
ある。
【０００７】
　そして、このように監視装置から監視センタへシステム異常を通知できなかった場合、
システム管理者は、利用者から放送電波を受信できない旨の苦情を受けて、再送信システ
ムの点検・修理等の対策を行うことになるが、その点検・修理の際には、監視装置の点検
も行わなければならず、その作業が煩雑になるという問題があった。
【０００８】
　つまり、監視装置から監視センタへシステム異常を通知できなかった原因としては、監
視装置自体の故障（突発的な故障も含む）によるものと、上述した公衆パケット通信網の
混雑によるものと、の２つが考えられるが、従来では、監視装置から監視センタへシステ
ム異常を通知できなかった場合に、その原因が公衆パケット通信網の混雑によるものであ
るかどうかを判定することができなかった。
【０００９】
　このため、監視装置から監視センタへシステム異常を通知できなかった場合、従来では
、その原因が公衆パケット通信網の混雑によるものであったとしても、監視装置を点検し
て、その原因を特定しなければならず、その作業が面倒で、コストがかかるという問題が
あった。
【００１０】
　また、この場合、例えば、監視装置が環境変化等で一時的に動作不良を起こしたような
場合には、点検時に、その動作不良を再現することができず、システム異常を通知できな
かった原因は公衆パケット通信網の混雑によるものであると誤判定して、異常動作する監
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視装置を継続して使用してしまう、という問題もある。
【００１１】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたもので、放送電波再送信システム（所謂ギャッ
プフィラー装置）の異常時に、その旨を携帯機用の公衆パケット通信網を介して監視セン
タに通知するよう構成された監視装置において、監視装置からシステム異常を監視センタ
に通知できなかったときに、その原因を簡単且つ正確に識別して、放送電波再送信システ
ムの点検・修理を効率よく行うことができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる目的を達成するためになされた請求項１に記載の発明は、放送局から送信された
放送電波を受信すると共に、その受信信号を処理して、再送信用の放送信号として出力す
る受信手段と、前記放送電波が届かない領域に設置され、前記放送信号を所定の送信レベ
ルまで増幅して送信アンテナに出力することにより、該送信アンテナから前記放送信号に
対応した放送電波を再送信させる送信手段と、を備えた放送電波再送信システムに設けら
れ、当該システムの動作状態を監視して、異常発生時には、その旨を外部の監視センタに
通知する監視装置であって、携帯機用の公衆パケット通信網を介して外部装置との間で無
線にてデータ通信を行うためのパケット通信手段と、前記システムの異常発生時に、その
旨を通知するための通知データを、前記パケット通信手段を介して前記監視センタに送信
する通知データ送信手段と、該通知データ送信手段による通知データの送信が正常に行わ
れたか否かを判定する通信状況判定手段と、該通信状況判定手段にて前記通知データの送
信に異常が生じたと判定されると、その旨を送信異常履歴として記憶手段に格納する送信
異常履歴格納手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　次に、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の監視装置において、前記パケット通
信手段が、前記公衆パケット通信網を介して前記監視センタを含む外部装置から前記送信
異常履歴の送信要求を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を、前記パケッ
ト通信手段から前記外部装置に返信させる送信異常履歴送信手段を備えたことを特徴とす
る。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の監視装置において、前記パケット通
信手段が、前記公衆パケット通信網を介して前記外部装置から前記送信異常履歴の消去指
令を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を消去する第１の送信異常履歴消
去手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また次に、請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３の何れかに記載の監視装置に
おいて、外部の情報処理装置を直接接続してデータ通信を行うための通信インターフェイ
スと、該通信インターフェイスを介して、前記情報処理装置から前記送信異常履歴の送信
要求を受けると、前記記憶手段に記憶された送信異常履歴を、前記通信インターフェイス
を介して前記情報処理装置に出力する送信異常履歴出力手段と、を備えた特徴とする。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の監視装置において、前記通信インタ
ーフェイスを介して前記情報処理装置から前記送信異常履歴の消去指令を受けると、前記
記憶手段に記憶された送信異常履歴を消去する第２の送信異常履歴消去手段を備えたこと
を特徴とする。
【００１７】
　また次に、請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５の何れかに記載の監視装置に
おいて、前記通信状況判定手段にて前記通知データの送信に異常が生じたと判定されると
、前記通知データ送信手段に対し前記通知データを再送信させる再送信指令手段を備えた
ことを特徴とする。
【００１８】



(5) JP 4603473 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

　また、請求項７に記載の発明は、請求項１～請求項６の何れかに記載の監視装置におい
て、前記送信異常履歴格納手段は、前記通信状況判定手段にて通知データの送信異常が判
定された回数を予め設定された時間帯毎にカウントし、該カウント結果を送信異常履歴と
して記憶手段に格納することを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１～請求項７の何れかに記載の監視装置におい
て、前記記憶手段は、電源が遮断されても記憶内容を保持可能な不揮発性メモリであるこ
とを特徴とする。
【００２０】
　一方、請求項９に記載の発明は、放送局から送信された放送電波を受信すると共に、そ
の受信信号を処理して、再送信用の放送信号として出力する受信手段と、前記放送電波が
届かない領域に設置され、前記放送信号を所定の送信レベルまで増幅して送信アンテナに
出力することにより、該送信アンテナから前記放送信号に対応した放送電波を再送信させ
る送信手段と、を備えた放送電波再送信システムであって、当該システムの動作状態を監
視して、異常発生時には、その旨を外部の監視センタに通知する監視装置として、請求項
１～請求項８の何れかに記載の監視装置を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１に記載の監視装置は、放送電波再送信システムの動作状態を監視するものであ
るが、その監視によって、システムの異常を検出すると、通知データ送信手段が、その旨
（つまりシステムの異常）を通知するための通知データを、パケット通信手段を介して、
外部の監視センタに通知する。
【００２２】
　そして、このように通知データ送信手段が通知データを外部の監視センタに通知した際
には、通信状況判定手段が、その通知データの送信が正常に行われたか否かを判定し、通
信状況判定手段にて通知データの送信に異常が生じたと判定された際には、送信異常履歴
格納手段が、その旨（つまり通知データの送信の異常）を、送信異常履歴として記憶手段
に格納する。
【００２３】
　つまり、本発明において、パケット通信手段は、携帯機用の公衆パケット通信網を介し
て外部装置との間で無線にてデータ通信を行うものであるため、他の携帯機の利用が集中
する通勤時間帯等には、監視センタへ通知データを送信できなくなることがある。
【００２４】
　そこで、本発明の監視装置では、システムの異常を表す通知データを外部の監視センタ
に通知した際には、その通知データを監視センタに通知できたかどうかを監視して、通知
データの送信に異常が生じたときには、その旨を送信異常履歴として残すようにしている
のである。
【００２５】
　このため、本発明の監視装置によれば、監視装置から監視センタへ放送電波再送信シス
テムの異常を通知することができず、システム管理者が、利用者から放送電波を受信でき
ない旨の苦情を受けて、放送電波再送信システムの点検・修理等の対策を行う際には、監
視装置から監視センタへシステム異常を通知できなかった原因が、公衆パケット通信網の
混雑によるものであるのか、或いは、監視装置の動作不良によるものであるのかを、記憶
手段に格納された送信異常履歴に基づき、簡単且つ正確に識別することができるようにな
る。
【００２６】
　よって、本発明の監視装置によれば、監視装置から監視センタへ放送電波再送信システ
ムの異常を通知することができなかった場合の、放送電波再送信システムの点検・修理を
効率よく行うことができるようになり、その作業に要するコストを低減することができる
。
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【００２７】
　次に、請求項２に記載の監視装置においては、パケット通信手段が公衆パケット通信網
を介して外部装置から送信異常履歴の送信要求を受けると、送信異常履歴送信手段が、記
憶手段に記憶された送信異常履歴を、パケット通信手段から外部装置に返信させる。
【００２８】
　従って、本発明の監視装置によれば、放送電波再送信システムの異常時に、監視装置か
ら監視センタへその旨を通知することができなかった場合、システム管理者は、監視セン
タ若しくは他の情報端末を利用して、監視装置側に記憶されている送信異常履歴を遠隔操
作で確認することができるようになり、その確認作業を簡単に行うことができるようにな
る。
【００２９】
　また、請求項３に記載の監視装置においては、パケット通信手段が公衆パケット通信網
を介して外部装置から送信異常履歴の消去指令を受けると、第１の送信異常履歴消去手段
が、記憶手段に記憶された送信異常履歴を消去する。
【００３０】
　従って、本発明の監視装置によれば、放送電波再送信システムの異常時に、監視装置か
ら監視センタへその旨を通知することができなかった場合、システム管理者は、監視セン
タ若しくは他の情報端末を利用して、監視装置側に記憶されている送信異常履歴を確認す
ることができるだけでなく、その確認後に、記憶手段から送信異常履歴を消去して、新た
な送信異常履歴の記憶領域を確保することができるようになる。
【００３１】
　また次に、請求項４に記載の監視装置においては、外部の情報処理装置を直接接続して
データ通信を行うための通信インターフェイスが備えられており、この通信インターフェ
イスを介して、外部の情報処理装置から送信異常履歴の送信要求を受けると、送信異常履
歴出力手段が、記憶手段に記憶された送信異常履歴を通信インターフェイスを介して情報
処理装置に出力する。
【００３２】
　よって、本発明の監視装置によれば、監視装置から監視センタへ放送電波再送信システ
ムの異常を通知することができなかった場合に、放送電波再送信システムの点検・修理を
行う作業者が、情報処理装置を利用して、監視装置から直接送信異常履歴を読み取ること
ができるようになり、作業者が現場で送信異常履歴を確認することができるようになる。
【００３３】
　また、請求項５に記載の監視装置においては、通信インターフェイスを介して情報処理
装置から送信異常履歴の消去指令を受けると、第２の送信異常履歴消去手段が、記憶手段
に記憶された送信異常履歴を消去する。
【００３４】
　従って、本発明の監視装置によれば、放送電波再送信システムの異常時に、監視装置か
ら監視センタへその旨を通知することができなかった場合、放送電波再送信システムの点
検・修理を行う作業者は、現場で送信異常履歴を確認することができるだけでなく、その
確認後に、記憶手段から送信異常履歴を消去して、新たな送信異常履歴の記憶領域を確保
することができるようになる。
【００３５】
　次に、請求項６に記載の監視装置によれば、通信状況判定手段にて通知データの送信に
異常が生じたと判定されると、再送信指令手段が、通知データ送信手段に対して通知デー
タを再送信させることから、監視センタに通知データを送信できる確率を上昇させること
ができるようになり、通知データの送信異常によって放送電波再送信システムの点検作業
が遅れるのを抑制することができる。
【００３６】
　なお、再送信指令手段は、通信状況判定手段にて通知データの送信に異常が生じたと判
定される度に、繰り返し通知データの再送信を実行させるようにしてもよいが、時間帯に
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よっては、何度再送信しても通知データを送信できないことがあるので、その再送信回数
は所定回数に制限するとよい。つまり、このようにすれば、パケット通信手段からのデー
タ送信が繰り返し実行されて、他の携帯機の通信に悪影響を与えるのを防止することがで
きる。
【００３７】
　また、記憶手段に記憶された送信異常履歴からは、公衆パケット通信網が空いていて送
信異常が発生しないであろう時間帯を検出することができることから、再送信指令手段は
、その送信異常が発生しないであろう時間帯に、通知データの再送信を実行させるように
構成してもよい。
【００３８】
　またこの場合、送信異常が発生しないであろう時間帯については、システム管理者が適
宜判定して、再送信指令手段が再送信する時間帯として設定するようにしてもよく、或い
は、再送信指令手段が、送信異常履歴を解析して自動で再送信の時間帯を設定するように
してもよい。
【００３９】
　次に、請求項７に記載の監視装置によれば、送信異常履歴格納手段は、通信状況判定手
段にて通知データの送信異常が判定された回数を予め設定された時間帯毎にカウントし、
そのカウント結果を送信異常履歴として記憶手段に格納する。
【００４０】
　つまり、送信異常履歴としては、通信状況判定手段にて通知データの送信に異常が生じ
たと判定された時刻を順次記憶しておくようにしてもよく、更に、この時刻と送信できな
かった通知データの種別とを順次記憶しておくようにしてもよいが、請求項７に記載のよ
うに送信異常履歴を記憶するようにすれば、記憶手段に格納される送信異常履歴のデータ
量を少なくすることができる。
【００４１】
　なお、送信異常履歴を記憶する記憶手段としては、請求項８に記載のように、電源が遮
断されても記憶内容を保持可能な不揮発性メモリにて構成することが望ましい。
　一方、請求項９に記載の放送電波再送信システムにおいては、当該システムの動作状態
を監視する監視装置として、上述した本発明（請求項１～請求項８）の監視装置を備える
ことから、上述した本発明の監視装置と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下に、本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　図１は、本発明が適用された放送電波再送信システム（以下、単に再送信システムとい
う）の構成を表すブロック図である。
【００４３】
　本実施形態の再送信システムは、人工衛星から２．６ＧＨｚ帯の周波数帯を使って配信
されるモバイル放送用の放送電波を受信アンテナ２で受信し、その受信信号（放送信号）
を受信増幅器４にて増幅して、人工衛星からの放送電波を直接受信できない領域に設置さ
れた送信アンテナ１２まで伝送することにより、送信アンテナ１２からその領域内にモバ
イル放送用の放送電波を再送信するためのもの（所謂ギャップフィラー装置）である。
【００４４】
　そして、図１に示すように、本実施形態の再送信システムには、ビルの各階に設置され
た駐車場等、再送信の対象となる複数の領域毎に放送電波を再送信できるよう、各領域毎
に２つずつ設けられた複数の送信アンテナ１２と、各送信アンテナ１２に対して、所定レ
ベルまで増幅した放送信号をそれぞれ入力する複数の送信増幅器１０と、が備えられてい
る。
【００４５】
　また、受信アンテナ２には、上記各領域を通るように配線された同軸ケーブルからなる
伝送路が接続されている。そして、この伝送線路（同軸ケーブル）上には、各領域毎に、
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放送信号の一部を分岐させて各領域の送信増幅器１０（本実施形態では２つの送信増幅器
１０）に出力する、分岐装置８が設置されている。
【００４６】
　また、受信アンテナ２から、受信アンテナ２に最も近い上流の分岐装置８に至る伝送線
路（同軸ケーブル）上には、受信アンテナ２から出力された放送信号を増幅する受信増幅
器４と、この受信増幅器４から出力された放送信号を分岐装置８側に出力すると共に、分
岐装置８側から送信されてくる監視信号に基づき、当該再送信システムの動作状態を監視
して、監視結果を、監視用アンテナ７を介して外部の監視センタへ無線にて送信する監視
装置６と、が設けられている。
【００４７】
　なお、この監視装置６には、電源プラグ６ａを介して外部の商用電源のコンセントから
電源供給を受けることにより、自らが動作するための電源電圧や直流定電圧（例えばＤＣ
１２Ｖ）を生成する電源回路８８（図４参照）が内蔵されており、監視装置６から上流の
受信増幅器４には、この電源回路８８にて生成された直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が電源電
圧として供給され、監視装置６から下流の分岐装置８には、その電源回路８８にて生成さ
れた直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が送信増幅器１０への給電指令信号として出力される。
【００４８】
　また、監視装置６は、外部の監視センタからの指令に従い、端末側の分岐装置８や送信
増幅器１０に制御信号を送信して、これら各部からその動作状態を表す監視信号を送信さ
せる。
【００４９】
　次に、図２は、送信増幅器１０の構成を表すブロック図である。
　図２に示すように、送信増幅器１０には、同軸ケーブルを介して分岐装置８の分岐端子
に接続される入力端子２１と、同軸ケーブルを介して送信アンテナ１２に接続される出力
端子２５と、信号分離避雷回路２２とが備えられている。
【００５０】
　なお、この信号分離避雷回路２２は、分岐装置８側から入力端子２１に入力された入力
信号を、２．６ＧＨｚ帯の放送信号と、放送信号よりも周波数が低い制御信号と、直流信
号（つまりＤＶ１２Ｖ）とに分離すると共に、制御信号の分離経路を介して、当該送信増
幅器１０の動作状態を表す監視信号を入力端子２１から分岐装置８側に出力させるための
フィルタ回路と、落雷等により生じるサージ電圧を吸収する避雷回路とから構成されてい
る。
【００５１】
　そして、分岐装置８側から入力され、信号分離避雷回路２２を介して分離された放送信
号は、増幅回路２３にて所定の送信レベルまで増幅された後、放送信号のみを選択的に通
過させるバンドパスフィルタ（以下、ＢＰＦという）２４を介して出力端子２５まで伝送
され、出力端子から、送信アンテナ１２へと出力される。
【００５２】
　また、分岐装置８側から入力され、信号分離避雷回路２２を介して分離された制御信号
は、監視信号の通過を阻止して制御信号を選択的に通過させるローパスフィルタ（以下、
ＬＰＦという）２６を介して、データ復調部２７に入力され、データ復調部２７にて制御
用のデジタルデータ（制御データ）に変換されて、マイクロコンピュータからなる通信制
御部２８に入力される。
【００５３】
　この通信制御部２８は、データ復調部２７から入力された制御データに従い、増幅回路
２３に内蔵された温度センサ３１、入力レベル検出回路３２、出力レベル検出回路３３、
電圧検出回路３４等から、増幅回路２３の温度、放送信号の入力レベル、放送信号の出力
レベル、電源電圧等の検出信号を取り込み、その検出信号に自己の識別情報等を付加した
データをデータ変調部３５に出力することで、データ変調部３５に、当該送信増幅器１０
の動作状態を表す監視信号を生成させるものである。
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【００５４】
　そして、このようにデータ変調部３５にて生成された監視信号は、制御信号の通過を阻
止して監視信号を選択的に通過させるハイパスフィルタ（以下、ＨＰＦという）３６を介
して、信号分離避雷回路２２に入力され、信号分離避雷回路２２から、入力端子２１を介
して、分岐装置８に出力される。
【００５５】
　また、分岐装置８側から入力され、信号分離避雷回路２２を介して分離された直流信号
（ＤＣ１２Ｖ）は、電源回路３８に入力され、電源回路３８にて、増幅回路２３等の内部
回路駆動用の電源電圧に変換されて、内部回路に供給される。
【００５６】
　次に、図３は、分岐装置８の構成を表すブロック図である。
　図３に示すように、分岐装置８には、監視装置６から端末側に至る伝送線路（同軸ケー
ブル）の監視装置６側に接続される入力端子４１と、この伝送線路の端末側に接続される
出力端子４４と、２つの送信増幅器１０を各々接続するための分岐端子４９、５０とが備
えられている。
【００５７】
　そして、分岐装置８内には、送信増幅器１０の信号分離避雷回路２２と同様、監視装置
６から入力端子４１に入力された入力信号を、２．６ＧＨｚ帯の放送信号と、放送信号よ
りも周波数が低い制御信号と、直流信号（つまりＤＶ１２Ｖ）とに分離すると共に、制御
信号の分離経路を介して、当該分岐装置８や分岐端子４９、５０に接続された送信増幅器
１０の動作状態を表す監視信号を入力端子４１から監視装置６側に出力させるためのフィ
ルタ回路と、落雷等により生じるサージ電圧を吸収する避雷回路とからなる信号分離避雷
回路４２が備えられている。
【００５８】
　また、分岐装置８には、分岐装置８内を通過した制御信号、放送信号、及び、後述の定
電圧回路６６にて生成された直流定電圧Ｖｃ（ＤＣ１２Ｖ）を混合して、出力端子４４か
ら端末側に出力させると共に、端末側から出力端子４４に入力された監視信号を制御信号
の入力経路に導くフィルタ回路と、落雷等により生じるサージ電圧を吸収する避雷回路と
からなる信号分離避雷回路４３が内蔵されている。
【００５９】
　また、同様に、分岐装置８には、分岐装置８内を通過した制御信号、放送信号、及び、
後述の定電圧回路６６にて生成された直流定電圧Ｖｃ（ＤＣ１２Ｖ）を混合して、分岐端
子４９、５０から送信増幅器１０側にそれぞれ出力させると共に、送信増幅器１０側から
分岐端子４９、５０に入力された監視信号を制御信号の入力経路側に導くフィルタ回路と
、落雷等により生じるサージ電圧を吸収する避雷回路とからなる信号分離避雷回路４７、
４８も内蔵されている。
【００６０】
　そして、伝送線路の上流側から入力端子４１に入力され、信号分離避雷回路４２を介し
て分離された放送信号は、分岐回路４５に入力され、分岐回路４５の入出力経路を介して
信号分離避雷回路４３へと低損失で伝送されて、分離避雷回路４３及び出力端子４４を介
して端末側に出力される。
【００６１】
　また、分岐回路４５は、放送信号の一部を分岐させるが、その分岐された放送信号は、
分配回路４６に入力されて、２分配される。そして、その２分配された放送信号は、分岐
端子４９、５０に接続された分離避雷回路４７、４８にそれぞれ入力される。このため、
この放送信号は、分離避雷回路４７、４８及び分岐端子４９、５０を介して、各分岐端子
４９、５０に接続された送信増幅器１０へとそれぞれ出力されることになる。
【００６２】
　また次に、伝送線路の上流側から入力端子４１に入力され、信号分離避雷回路４２を介
して分離された制御信号は、分岐回路５１に入力され、分岐回路５１の入出力経路を介し
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て信号分離避雷回路４３へと低損失で伝送され、分離避雷回路４３及び出力端子４４を介
して端末側に出力される。
【００６３】
　また、分岐回路５１にて分岐された制御信号は、監視信号の通過を阻止して制御信号を
選択的に通過させるＬＰＦ５２を介して、データ復調部５３に入力される。そして、この
データ復調部５３では、制御信号が制御データに変換され、その変換された制御データは
、マイクロコンピュータからなる幹線系の通信制御部５４に入力される。
【００６４】
　この通信制御部５４は、データ復調部５３から入力された制御データに従い、温度セン
サ５４ａ、電圧検出回路５４ｂ等から、当該分岐装置８の温度や電源電圧等の検出信号を
取り込み、その検出信号に自己の識別情報等を付加したデータをデータ変調部５５に出力
することで、データ変調部５５に、当該分岐装置８の動作状態を表す監視信号を生成させ
るものである。
【００６５】
　そして、このようにデータ変調部５５にて生成された監視信号は、制御信号の通過を阻
止して監視信号を選択的に通過させるＨＰＦ５６を介して、分岐回路５１に入力され、分
岐回路５１から、信号分離避雷回路４２及び入力端子４１を介して、伝送線路の上流側（
つまり分岐装置８側）に出力される。
【００６６】
　また、分岐装置８には、幹線系の通信制御部５４の他、分岐系の通信制御部５７も設け
られている。この通信制御部５７は、通信制御部５４と同様、マイクロコンピュータにて
構成されており、分岐端子４９、５０に接続された送信増幅器１０との間で制御信号や監
視信号を送受信するためのものである。
【００６７】
　つまり、幹線系の通信制御部５４は、監視装置６から送信されてきた制御信号（データ
復調部５３にて復調された制御データ）が、当該分岐装置８に対するものであれば、上述
したように、その制御データに従い、検出信号の取り込み、監視信号の送信等を行うが、
監視装置６から送信されてきた制御信号（データ復調部５３にて復調された制御データ）
が、当該分岐装置８に対するものでなければ、その制御データを、分岐系の通信制御部５
７に転送する。
【００６８】
　そして、このように通信制御部５４から制御データが転送されてくると、分岐系の通信
制御部５７は、その制御データは分岐端子４９、５０に接続された送信増幅器１０に対す
るものであるか否かを判定し、そうであれば、その制御データをデータ変調部５８に出力
することで、データ変調部５８に制御信号を生成させる。
【００６９】
　すると、データ変調部５８にて生成された制御信号は、監視信号の通過を阻止して制御
信号を選択的に通過させるＬＰＦ５９を介して、分配回路６０に入力され、この分配回路
６０にて２分配される。そして、この２分配された制御信号は、それぞれ、信号分離避雷
回路４７、４８及び分岐端子４９、５０を介して、分岐端子４９、５０に接続された送信
増幅器１０へと出力される。
【００７０】
　一方、送信増幅器１０から分岐端子４９、５０に入力された監視信号は、信号分離避雷
回路４７、４８、分配回路６０、及び、ＨＰＦ６１を介して、データ復調部６２に入力さ
れ、データ復調部６２にて、一旦、送信増幅器１０の動作状態を表す監視データに変換さ
れて、分岐系の通信制御部５７に入力される。
【００７１】
　すると、分岐系の通信制御部５７は、この監視データを幹線系の通信制御部５４に転送
し、幹線系の通信制御部５４は、この監視データをデータ変調部５５に出力することで、
データ変調部５５に、送信増幅器１０の動作状態を表す監視信号を生成させて、監視装置
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６側に送信させる。
【００７２】
　このように、分岐系の通信制御部５７は、当該分岐装置８の分岐端子４９、５０に接続
された送信増幅器１０と監視装置６との間で送受信されるデータを中継するのである。
　また次に、分岐装置８には、外部の商用電源のコンセントから交流電源を取り込むため
の電源プラグ８ａが設けられている。そして、この電源プラグ８ａから入力される交流電
圧は、手動操作用の電源スイッチ６３、過電流保護のためのヒューズ６４及び避雷回路６
５を介して、定電圧回路６６に入力される。
【００７３】
　この定電圧回路６６は、当該分岐装置８の内部電源（後述の制御電圧Ｖｓ、駆動電圧Ｖ
ｄ等）を生成するのに必要で、しかも、送信増幅器１０に駆動電源として供給したり、当
該分岐装置８よりも下流に設置された分岐装置８に対して給電指令信号として供給するの
に必要な、直流定電圧Ｖｃ（ＤＣ１２Ｖ）を生成するためのものである。そして、この定
電圧回路６６にて生成された直流定電圧Ｖｃは、電圧検出回路６７に入力される。
【００７４】
　電圧検出回路６７は、信号分離避雷回路４２において、伝送線路から入力端子４１に入
力された入力信号の中から、給電指令信号としての直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が分離され
ているか否か、つまり、伝送線路の上流側に設置された装置（詳しくは監視装置６又は他
の分岐装置８）から当該分岐装置８に対して、給電指令信号としての直流定電圧（ＤＣ１
２Ｖ）が入力されているか否か、を検出するためのものである。
【００７５】
　そして、入力端子４１に、給電信号としての直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が入力されてい
ると判定すると、定電圧回路６６にて生成された直流定電圧Ｖｃを、制御電圧生成回路６
８、駆動電圧生成回路６９、及び、信号分離避雷回路４３、４７、４８に接続された直流
電圧出力回路７１、７２、７３に出力する。
【００７６】
　ここで、制御電圧生成回路６８は、通信制御部５４、５７を動作させるための制御電圧
Ｖｓ（ＤＣ３．３Ｖ）を生成するためのものであり、その生成された制御電圧Ｖｓは、上
記各通信制御部５４、５７に供給される。
【００７７】
　このため、通信制御部５４、５７は、電源スイッチ６３がオン状態で、伝送線路の上流
側に設置された監視装置６又は他の分岐装置８から当該分岐装置８に、給電指令信号とし
ての直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が入力されたときに起動され、その後、電源スイッチ６３
がオフ状態に切り換えられるか、或いは、伝送線路の上流側に設置された監視装置６又は
他の分岐装置８から当該分岐装置８への給電指令信号の入力が遮断されるまで、上述した
通信制御を実行することになる。
【００７８】
　また、駆動電圧生成回路６９は、データ変調部５５、５８やデータ復調部５３、６２、
或いは、直流電圧出力回路７１、７２、７３内の駆動回路７０ｂ等、マイクロコンピュー
タにて構成された通信制御部５４、５７以外の内部回路を動作させるための駆動電圧Ｖｄ
（ＤＣ５Ｖ）を生成するためのものであり、その生成された駆動電圧Ｖｄは、これら各部
に供給される。
【００７９】
　従って、データ変調部５５、５８、データ復調部５３、６２、直流電圧出力回路７１、
７２、７３内の駆動回路７０ｂ等、通信制御部５４、５７以外の内部回路も、電源スイッ
チ６３がオン状態で、伝送線路の上流側に設置された監視装置６又は他の分岐装置８から
当該分岐装置８に、給電指令信号としての直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）が入力されたときに
動作を開始し、その後、電源スイッチ６３がオフ状態に切り換えられるか、或いは、伝送
線路の上流側に設置された監視装置６又は他の分岐装置８から当該分岐装置８への給電指
令信号の入力が遮断されると、動作を停止することになる。
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【００８０】
　次に、直流電圧出力回路７１、７２、７３は、信号分離避雷回路４３、４７、４８を介
して、出力端子４４又は分岐端子４９、５０から、直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）を出力させ
るか否か、換言すれば、当該分岐装置８の出力端子４４又は分岐端子４９、５０に接続さ
れた分岐装置８又は送信増幅器１０を動作させるか否か、を切り換えるためのものである
。
【００８１】
　そして、これら各直流電圧出力回路７１、７２、７３には、定電圧検出回路６７を介し
て出力された直流定電圧Ｖｃを、信号分離避雷回路４３、４７、４８に出力するか否かを
切り換える常閉型の切換スイッチ７０ａと、上述した駆動電圧Ｖｄを受けて、この切換ス
イッチ７０ａをオンさせる駆動回路７０ｂとが設けられている。
【００８２】
　このため、当該分岐装置８が給電指令信号により起動されると、出力端子４４に接続さ
れた下流側の分岐装置８、及び、分岐端子４９、５０に接続された送信増幅器１０に給電
指令信号（ＤＣ１２Ｖ）が出力され、これら各部が当該分岐装置８よりも若干遅れて起動
することになる。
【００８３】
　なお、図１に示すように、同軸ケーブルからなる伝送線路に沿って従属接続される分岐
装置８のうち、監視装置６から最も離れた最終段の分岐装置８の出力端子４４には、直流
成分をカットし、且つ、伝送線路の末端をその線路のインピーダンスにて終端するための
終端装置１４が接続されている。
【００８４】
　次に、図４は、監視装置６の構成を表すブロック図である。
　図４に示すように、監視装置６には、同軸ケーブルを介して受信増幅器４の出力端子に
接続される入力端子８１と、同軸ケーブルを介して分岐装置８の入力端子４１に接続され
る出力端子８４とが備えられている。
【００８５】
　そして、入力端子８１には、受信増幅器４から入力端子８１に入力された放送信号を出
力端子８４側に出力すると共に、後述の電源回路８８にて生成された直流定電圧（ＤＣ１
２Ｖ）を入力端子８１から受信増幅器４へと出力する電源分離フィルタと、落雷等により
生じるサージ電圧を吸収する避雷回路とからなる電源分離避雷回路８２が接続されている
。
【００８６】
　また、出力端子８４には、この電源分離避雷回路８２を介して入力される放送信号と、
後述の電源回路８８にて生成された直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）と、分岐装置８や送信増幅
器１０に送信するための制御信号とを混合して、出力端子８４から端末側に出力すると共
に、端末側から出力端子８４に入力される監視信号を制御信号の入力経路側に導くフィル
タ回路と、落雷等により生じるサージ電圧を吸収する避雷回路とからなる信号分離避雷回
路８３が接続されている。
【００８７】
　また、監視装置６には、電源プラグ６ａを介して外部の商用電源から交流電源を安全に
取り込むために、手動操作用の電源スイッチ８５、過電流保護のためのヒューズ８６、及
び、避雷回路８７が設けられており、これら各部を介して、電源回路８８に、外部の商用
電源から交流電源が供給される。
【００８８】
　電源回路８８は、監視装置６を構成する内部回路に供給するための電源電圧や、受信増
幅器４及び分岐装置８に供給するための直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）を生成するためのもの
であり、電源回路８８にて生成された直流定電圧（ＤＣ１２Ｖ）は、電源分離避雷回路８
２と入力端子８１を介して受信増幅器４に供給されると共に、信号分離避雷回路８３と出
力端子８４を介して当該監視装置６よりも下流に設置された他の分岐装置８に供給され、
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内部回路駆動用の電源電圧は、以下に説明する内部回路に供給される。
【００８９】
　次に、監視装置６には、監視用アンテナ７を介して携帯機用の公衆パケット通信網に接
続し、この公衆パケット通信網を介して外部の監視センタとの間で無線によるデータ通信
を行うためのパケット通信モジュール９０と、このパケット通信モジュール９０を介して
監視センタとの間で各種データをやりとりするための通信制御部９１とが備えられている
。
【００９０】
　また、監視装置６には、出力端子８４及び信号分離避雷回路８３を介して入力される端
末側からの監視信号を、制御信号の通過を阻止して監視信号を選択的に通過させるＨＰＦ
９５と、このＨＰＦ９５を通過した監視信号から、この監視信号を送信してきた分岐装置
８或いは送信増幅器１０の動作状態を表す監視データを復元するデータ復調部９３と、こ
のデータ復調部９３にて復元された監視データに基づき、当該再送信システムの動作状態
を監視する監視制御部９４とが備えられている。
【００９１】
　そして、この監視制御部９４は、データ復調部９３から入力される監視データから、当
該再送信システムの動作状態の異常を検出すると、その異常状況を監視センタへ通知する
ための通知データを生成して、通信制御部９１に転送することで、通信制御部９１から外
部の監視装置へ、当該再送信システムの異常を通知させる。
【００９２】
　また、監視制御部９４は、端末側の分岐装置８や送信増幅器１０に対して、個々に監視
信号（監視データ）を要求する制御データを生成して、データ変調部９５に出力すること
で、データ変調部９５に対し、その制御データを伝送用の制御信号に変換させる。そして
、このデータ変調部９５にて生成された制御信号は、監視信号の通過を阻止して制御信号
を選択的に通過させるＬＰＦ９６を介して信号分離避雷回路８３に入力され、信号分離避
雷回路８３から出力端子８４を介して端末側に出力される。
【００９３】
　次に、通信制御部９１は、監視制御部９４から通知データを受けたときに監視センタに
通知データを送信するだけではなく、監視用アンテナ７を介して監視センタからの制御指
令を受信すると、その制御指令に従い各種制御を実行する。
【００９４】
　例えば、監視センタから、当該再送信システムの動作状況を要求する指令を受けると、
監視制御部９４から、その要求に対応した動作状況を表す監視データを取得して、これを
監視センタに転送し、監視センタから、端末側の分岐装置８や送信増幅器１０に対する制
御指令を受けると、監視制御部９４にその制御指令を送信することで、監視制御部９４に
対し、その制御指令に対応した制御データを、分岐装置８や送信増幅器１０に送信させる
。
【００９５】
　また、通信制御部９１には、携帯型のパーソナルコンピュータ等、他の情報処理装置を
ケーブルを介して直接接続するための外部機器接続用コネクタ６ｂが設けられており、こ
のコネクタ６ｂを介して、他の情報処理装置から当該再送信システムの動作状況を要求す
る指令を受けた際にも、その指令に対応した処理を実行するようにされている。
【００９６】
　以下、この通信制御部９１の構成及びその動作について詳しく説明する。
　まず、図５は、通信制御部９１の構成を表すブロック図である。
　図５に示すように、通信制御部９１は、ＣＰＵ９１ａ、ＲＡＭ９１ｂ、ＲＯＭ９１ｃを
中心とするマイクロコンピュータにて構成されている。
【００９７】
　そして、この通信制御部９１には、不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ９１ｂ、監視制
御部９４を接続するための監視制御部接続用Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インターフェイス、以下同
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様）９１ｅ、外部機器接続用コネクタ６ｂを接続するための外部機器接続用Ｉ／Ｆ９１ｆ
、時刻を計時するための計時用タイマ９１ｇ、パケット通信モジュール９０を接続するた
めのパケット通信用Ｉ／Ｆ９１ｈ、及び、これら各部を相互に接続するためのバスライン
９１ｉが備えられており、ＣＰＵ９１ａは、ＲＯＭ９１ｃに記憶されたプログラムに従い
、これら各Ｉ／Ｆを介して外部装置との間でデータ通信を行う。
【００９８】
　次に、図６は、ＣＰＵ９１ａにおいて実行される通信制御処理を表すフローチャートで
ある。
　この通信制御処理は、監視装置６に電源が投入されて通信制御部９１が起動してから、
ＣＰＵ９１にて繰り返し実行される処理であり、この処理が開始されると、まずＳ１１０
（Ｓはステップを表す）にて、監視制御部９４から、当該再送信システムの異常時に外部
の監視センタに通知すべき通知データを取得したか否かを判断する。
【００９９】
　そして、監視制御部９４から通知データを取得していれば、Ｓ１２０にて、その通知デ
ータをパケット通信モジュール９０から外部の監視センタに送信させ、続くＳ１３０にて
、通知データの送信は正常に実行できたか否かを判断する。
【０１００】
　次に、Ｓ１３０にて、通知データの送信は正常に実行できたと判断されると、再度Ｓ１
１０に移行し、逆に通知データの送信は正常に実行できなかったと判断されると、Ｓ１４
０に移行して、その旨を送信異常履歴として、記憶手段としてのＥＥＰＲＯＭ９１ｄに格
納する。
【０１０１】
　なお、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄには、図７に示すように、送信異常履歴として、毎日、１時
間単位で、各時間帯に発生した送信異常の回数（送信失敗回数）を送信異常が検出された
場合に限り記憶するようにされており、Ｓ１４０では、送信異常が発生したときの時刻を
計時用タイマ９１ｇから読み込み、その時刻が属する時間帯での送信失敗回数をカウント
アップ（＋１）する、といった手順で送信異常履歴を更新する。
【０１０２】
　また、Ｓ１４０では、この送信異常履歴（つまり、各時間帯毎の送信異常のカウント値
）を、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに格納可能な数値の最大値（所謂カウンタにおける最大カウン
ト値）を上限値として更新するようにされており、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに送信異常履歴と
して記憶されているカウント値が最大値に達している場合には、その後、監視センタ側か
らの指令によって送信異常履歴が初期化されるまで、カウント動作を中止する。
【０１０３】
　これは、更新異常履歴としてのカウント値が、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶可能な最大値
（例えば「９９９９」）に達しているときに、そのカウント値をカウントアップして、更
新異常履歴が、初期値（例えば「００００」）に戻ってしまうのを防止するためである。
【０１０４】
　こうして、Ｓ１４０にて送信異常履歴が更新されると、今度は、Ｓ１５０に移行して、
通知データの送信回数ｍをカウントアップ（＋１）し、続くＳ１６０にて、その送信回数
ｍは予め設定された上限値Ｍに達しているか否かを判断する。
【０１０５】
　そして、送信回数ｍが上限値Ｍに達していなければ、再度Ｓ１２０に移行して、通知デ
ータを監視センタに再送信させ、逆に、送信回数ｍが上限値Ｍに達していれば、Ｓ１６５
に移行して、次に送信すべき通知データの送信回数ｍをカウントできるように、送信回数
ｍに初期値「０」をセットし、再度Ｓ１１０に移行する。
【０１０６】
　なお、Ｓ１５０及びＳ１６０の処理は、通知データの送信に失敗した場合に、その送信
動作を最大Ｍ回実行させることで、通知データをできるだけ監視センタに送信できるよう
にするための処理である。そして、ＣＰＵ９１ａの起動時には、図示しない初期化の処理
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によって、送信回数ｍに初期値０が設定される。
【０１０７】
　次に、Ｓ１１０にて、監視制御部９４から通知データを取得していないと判断された場
合には、Ｓ１７０に移行し、パケット通信モジュール９０を介して、外部の監視センタか
らの制御指令を受信したか否かを判断する。
【０１０８】
　そして、監視センタからの制御指令を受信していれば、Ｓ１８０に移行して、その制御
指令が、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶されている送信異常履歴を要求する指令であるか否か
を判定し、監視センタからの制御指令が送信異常履歴を要求する指令でなければ、Ｓ２２
０にて、その指令に対応した制御処理を実行した後、Ｓ１１０に移行する。
【０１０９】
　また、逆に、監視センタからの制御指令が送信異常履歴を要求する指令であれば、Ｓ１
９０に移行して、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄから、送信異常履歴を読み込み、パケット通信モジ
ュール９０を介して監視センタに送信する。
【０１１０】
　そして、Ｓ１９０にて、送信異常履歴を監視センタに送信した後は、Ｓ２００に移行し
て、パケット通信モジュール９０を介して、今回送信した送信異常履歴をＥＥＰＲＯＭ９
１ｄから消去するか否かを監視センタに問い合わせる。
【０１１１】
　そして、この問い合わせの結果、送信異常履歴を消去するとの応答があった場合には、
Ｓ２１０にて、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶された送信異常履歴を消去した後、Ｓ１１０に
移行し、逆に、送信異常履歴を消去するとの応答がない場合には、そのままＳ１１０に移
行する。
【０１１２】
　次に、Ｓ１７０にて、監視センタからの制御命令を受信していないと判断された場合に
は、Ｓ２３０に移行して、今度は、外部機器接続用Ｉ／Ｆ９１ｆを介して、外部機器接続
用コネクタ６ｂに接続された情報処理装置（以下、外部機器という）からの制御指令を受
信したか否かを判断する。
【０１１３】
　そして、外部機器からの制御指令を受信していなければ、再度Ｓ１１０に移行し、逆に
、外部機器からの制御命令を受信していれば、Ｓ２４０に移行して、その制御指令が、Ｅ
ＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶されている送信異常履歴を要求する指令であるか否かを判定する
。
【０１１４】
　そして、外部機器からの制御指令が送信異常履歴を要求する指令でなければ、Ｓ２８０
にて、その指令に対応した制御処理を実行した後、Ｓ１１０に移行し、逆に、外部機器か
らの制御指令が送信異常履歴を要求する指令であれば、Ｓ２５０に移行して、ＥＥＰＲＯ
Ｍ９１ｄから、送信異常履歴を読み込み、外部機器接続用Ｉ／Ｆを介して、外部機器接続
用コネクタ６ｂに接続された外部機器（情報処理装置）に送信異常履歴を送信する。
【０１１５】
　次に、Ｓ２５０にて、送信異常履歴を外部機器に送信した後は、Ｓ２６０に移行して、
今回送信した送信異常履歴をＥＥＰＲＯＭ９１ｄから消去するか否かを外部機器に問い合
わせる。
【０１１６】
　そして、この問い合わせの結果、送信異常履歴を消去するとの応答があった場合には、
Ｓ２７０にて、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶された送信異常履歴を消去した後、Ｓ１１０に
移行し、逆に、送信異常履歴を消去するとの応答がない場合には、そのままＳ１１０に移
行する。
【０１１７】
　以上説明したように、本実施形態の再送信システムには、再送信システムを構成する分
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岐装置８や送信増幅器１０の動作状態を監視する監視装置６が設けられている。そして、
この監視装置６においては、監視制御部９４が、これら各部（分岐装置８や送信増幅器１
０）に個々に制御信号を送信することで、これら各部からその動作状態を表す監視信号（
監視データ）を取得し、その取得した監視データから何等かの異常を検出すると、その旨
を監視センタに通知するための通知データを生成して、通信制御部９１に送信する。
【０１１８】
　一方、通信制御部９１は、この通知データを、携帯機用の公衆パケット通信網を利用し
て外部機器との間でデータ通信が可能なパケット通信モジュール９０を介して、外部の監
視センタに通知するが、この通知データの送信時には、通知データの送信が正常に行われ
たか否かを監視して、通知データの送信に異常が生じた場合には、その旨を送信異常履歴
としてＥＥＰＲＯＭ９１ｄに格納する。
【０１１９】
　そして、このＥＥＰＲＯＭ９１ｄに格納された送信異常履歴は、公衆パケット通信網を
介して監視センタや、外部機器接続用コネクタ６ｂを介して直接接続された外部機器（情
報処理装置）から読み取ることができ、しかも、必要に応じて消去することもできる。
【０１２０】
　このため、本実施形態の監視装置６によれば、監視装置６から外部の監視センタへ再送
信システムの異常を通知することができなかった場合に、その原因が、公衆パケット通信
網の混雑によるものであるのか、或いは、監視装置の動作不良によるものであるのかを、
ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに格納された送信異常履歴によって簡単且つ正確に識別することがで
きる。
【０１２１】
　よって、本実施形態によれば、監視装置６から監視センタへ再送信システムの異常を通
知することができなかった場合に、再送信システムの点検・修理を効率よく行うことがで
きるようになり、その作業に要するコストを低減することができる。
【０１２２】
　また、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶された送信異常履歴は、公衆パケット通信網を使って
、管理センタ側の管理者が遠隔操作で確認することができるし、また、監視装置６に情報
処理装置を接続することにより、その使用者が現場にて確認することもできることから、
送信異常履歴の確認作業についても効率よく簡単に行うことができるようになる。
【０１２３】
　また、こうした確認作業の際に、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄに記憶された送信異常履歴を消去
することもできることから、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄには未確認の送信異常履歴のみを記憶さ
せることもできるようになり、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄの容量を必要最小限に抑えることもで
きる。
【０１２４】
　また特に、本実施形態では、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄには、送信異常履歴として、所定の時
間帯毎（１時間毎）に送信異常が発生した回数をカウントして、その値を記憶するように
しているので、送信異常が発生した時刻を順に記憶しておくようにした場合に比べて、Ｅ
ＥＰＲＯＭ９１ｄの容量をより抑制することができる。
【０１２５】
　また更に、本実施形態の監視装置においては、監視センタへの通知データの送信に失敗
した場合には、その送信動作を最大Ｍ回実行するように構成されているので、通知データ
を監視センタに送信できる確率を高め、通知データの送信異常によって再送信システムの
点検作業が遅れるのを抑制することもできる。
【０１２６】
　なお、本実施形態においては、受信アンテナ２及び受信増幅器４が本発明の放送電波再
送信システムにおける受信手段に相当し、分岐装置８、送信増幅器１０及び送信アンテナ
１２が本発明の放送電波再送信システムにおける送信手段に相当する。
【０１２７】
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　また、監視装置６において、パケット通信モジュール９０は、本発明のパケット通信手
段に相当し、監視制御部９４は、本発明の通信状況判定手段に相当し、監視制御部６にお
いて、ＥＥＰＲＯＭ９１ｄは、本発明の記憶手段に相当し、外部機器接続用Ｉ／Ｆ９１ｆ
は本発明の通信インターフェイスに相当する。
【０１２８】
　そして、監視制御部６のＣＰＵ９１ａにて実行される通信制御処理のうち、Ｓ１２０の
処理は、本発明の通知データ送信手段に相当し、Ｓ１４０の処理は、本発明の第１の送信
異常履歴格納手段に相当し、Ｓ１５０及びＳ１６０の処理は、本発明の再送信指令手段に
相当し、Ｓ１９０の処理は、本発明の送信異常履歴送信手段に相当し、Ｓ２１０の処理は
、本発明の送信異常履歴消去手段に相当し、Ｓ２５０の処理は、本発明の送信異常履歴出
力手段に相当し、Ｓ２７０の処理は、本発明の第２の送信異常履歴消去手段に相当する。
【０１２９】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、種々の態様を採ることができる。
　例えば、上記実施形態では、通知データの送信に失敗した場合には、その直後に通知デ
ータを再送信するものとして説明したが、例えば、管理者が、ＥＥＰＲＯＭ９１ｂに記憶
された送信異常履歴に基づき、公衆パケット通信網が空いていて送信異常が発生しないで
あろう時間帯を再送信用の時間帯として設定することにより、その時間帯に送信異常が発
生した通知データの再送信を実行するように監視装置６の通信制御部９１を構成してもよ
い。
【０１３０】
　また、上記実施形態では、モバイル放送の放送電波を再送信する再送信システムについ
て説明したが、本発明は、例えば、ＣＳデジタル放送、ＢＳデジタル放送、地上波デジタ
ル放送等の放送電波を、その放送電波が届かない地域に再送信するシステムであっても、
上記実施形態と同様に適用して、同様の効果を得ることができる。
【０１３１】
　また、上記実施形態では、受信アンテナ２からの受信信号を増幅して送信アンテナ１２
まで伝送することにより、送信アンテナ１２から放送信号を再送信させるシステムについ
て説明したが、例えば、受信アンテナ１２からの受信信号を周波数変換（ダウンコンバー
ト）した放送信号を送信アンテナ１２から再送信するシステムであっても、本発明を適用
して、同様の効果を得ることができる。
【０１３２】
　例えば、モバイル放送用の再送信システムとして、人工衛星から１２ＧＨｚ帯の周波数
で配信された放送電波（ＴＤＭ信号（ＴＤＭ：時分割多重））を受信アンテナにて受信し
、その受信信号（ＴＤＭ信号）を、２．６ＧＨｚ帯の放送信号（ＣＤＭ信号（ＣＤＭ：符
号分割多重））に変換して送信アンテナまで伝送することにより、この放送信号（ＣＤＭ
信号）を送信アンテナから再送信させるシステムが知られているが、本発明は、この種の
再送信システムに適用しても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３３】
　また、上記実施形態では、分岐装置８内に分岐系の通信制御部５７を設けることで、送
信増幅器１０からの放送信号を複数の送信増幅器１０及び送信アンテナ１２に伝送するこ
とにより、複数の送信アンテナ１２から各アンテナ１２の送信領域に放送電波を再送信す
るものとして説明したが、本発明は、一つの送信アンテナ１２から放送電波を再送信する
システムであっても、本発明を適用して、上記実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】実施形態の放送電波再送信システムの構成を表すブロック図である。
【図２】実施形態の送信増幅器の構成を表すブロック図である。
【図３】実施形態の分岐装置の構成を表すブロック図である。
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【図４】実施形態の監視装置の構成を表すブロック図である。
【図５】実施形態の監視装置内の通信制御部の構成を表すブロック図である。
【図６】通信制御部にて実行される通信制御処理を表すフローチャートである。
【図７】ＥＥＰＲＯＭに記憶される送信異常履歴の構成を表す説明図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　２…受信アンテナ、４…受信増幅器、６…監視装置、６ａ，８ａ…電源プラグ、６ｂ・
・・外部機器接続用コネクタ、７…監視用アンテナ、８…分岐装置、１０…送信増幅器、
１２…送信アンテナ、１４…終端装置、２１，４１，８１…入力端子、２２，４２，４３
，４７，４８，８３…信号分離避雷回路、２３…増幅回路、２４…ＢＰＦ、２５，４４，
８４…出力端子、２６，５２，５９…ＬＰＦ、２７，５３，６２，９３…データ復調部、
２８，５４，５７…通信制御部、３１，５４ａ…温度センサ、３２…入力レベル検出回路
、３３…出力レベル検出回路、３４，５４ｂ…電圧検出部、３５，５５，５８，９５…デ
ータ変調部、３６，５６，６１…ＨＰＦ、３８，８８…電源回路、４５，５１…分岐回路
、４６，６０…分配回路、４９，５０…分岐端子、６３，８５…電源スイッチ、６４，８
６…ヒューズ、６５，８７…避雷回路、６６…定電圧回路、６７…電圧検出回路、６８…
制御電圧生成回路、６９…駆動電圧生成回路、７１～７３…直流電圧出力回路、７０ａ…
切換スイッチ、７０ｂ…駆動回路、８２・・・電源分離避雷回路、９０・・・パケット通
信モジュール、９１…通信制御部、９１ａ…ＣＰＵ、９１ｂ…ＲＯＭ、９１ｃ…ＲＡＭ、
９１ｄ…ＥＥＰＲＯＭ、９１ｅ…監視制御部接続用Ｉ／Ｆ、９１ｆ…外部機器接続用Ｉ／
Ｆ、９１ｇ…計時用タイマ、９１ｈ…パケット通信用Ｉ／Ｆ、９１ｉ…バスライン、９４
…監視制御部。

【図１】 【図２】
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